
(1) 当該施設の利用が想定される外国来訪者等の
検討（どのような外国人の利用が想定されるか／
どのような障がい者・高齢者の利用が想定されるか）

(2) 配慮することが望ましいニーズ等の検討

(3) ニーズ等を踏まえた情報伝達や避難誘導の検討

ガイドライン全体の構成イメージ

ガイドラインの目的等 対象となる施設における具体的な取組

Ⅵ 教育・訓練プログラム

Ⅴ 情報コンテンツ集（例）

【目的】
・災害発生時において外国人来
訪者等に配慮した情報伝達や
避難誘導が効果的に行われる
よう必要な事項を示す。

【対象とする外国人来訪者等】
・日本語音声だけでは災害情報
を十分に理解できないことや
障がいなど様々な特性がある
ことにより災害発生時の情報
伝達や避難誘導の際に配慮
を必要とする①外国人来訪者、
②障がい者・高齢者とする。

※①②を「外国人来訪者等」という。

【対象とする災害の種類等】
・「火災」及び「地震」とする。
※情報伝達・避難誘導の範囲は、
消防法令に基づく応急対策として
施設関係者が実施すべきものを
対象とする（施設外における避
難所等への誘導や帰宅（帰国）
の支援といった対応に係るもの
は含まない。）。

【対象とする施設】
・多数の外国人来訪者等の利
用が想定される①駅・空港、
②競技場、③旅館・ホテル等
（宿泊施設）とする。

◆ガイドラインの対象施設においては、当該施設の実情
等に応じて、以下の取組を進めることが望ましい。

STEP①

(4) 具体的な方策の検討

① あらかじめ施設利用者等に周知しておく内容

② 防災センター等からの外国人来訪者等に配
慮した情報伝達・避難誘導の方策

③ 自衛消防隊員（従業員等）による外国人来訪
者等に配慮した情報伝達・避難誘導の方策

STEP②

(5) 教育・訓練の実施（ＰＤＣＡ）

STEP③

◆ニーズ等を踏まえた対応の考え方
（対応が想定される場面等／配慮
することが望ましいニーズ等）

◆情報伝達等の方策の例

◆施設で講じられている基本的な
防火・防災対策

◆火災・地震が発生した際の行動
◆外国人来訪者や障がい者等への
情報伝達・避難誘導の際の留意事項

◆外国人来訪者や障がい者等に配
慮した情報伝達・避難誘導に関す
る教育・訓練の進め方や考え方等

◆外国人来訪者や障がい者等への
個別対応訓練の基本的な想定
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Ⅱ 外国人等に配慮した放送設備
のメッセージの考え方

Ⅲ ﾃﾞｼﾞﾀﾙｻｲﾈｰｼﾞ活用指針

Ⅰ 基本的な考え方等

◆火災時等のデジタルサイネージ
の活用方法 （文字と絵・図（ピクト
グラム）の組合せ等）

◆外国語メッセージ付加の考え方と外国
人でも理解できる「やさしい日本語」に
よるメッセージ

Ⅳ ピクトグラムの活用方法

◆消火器のピクトグラムを活用した
情報伝達
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